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神
埼
市
で
は
、
本
庁
（
市
民
課
）・

総
合
支
所
（
市
民
福
祉
課
）
内
に
、

『
総
合
窓
口
』
を
開
設
し
ま
す
。

総
合
窓
口
を
設
置
す
る
こ
と
で
、

転
入
・
転
出
や
出
生
、
死
亡
な
ど
の

届
出
を
さ
れ
る
際
に
必
要
な
手
続
き

や
各
種
証
明
書
の
発
行
が
一
つ
の
窓

口
で
済
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。

総
合
窓
口
で
は
、
次
の
業
務
を
取

り
扱
い
ま
す
。
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※
総
合
窓
口
で
取
り
扱
わ
な
い
業
務

は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
各
担

当
課
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
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�
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毎
週
（
平
日
）
火
曜
日
午
後
７
時

ま
で
の
窓
口
業
務
時
間
の
延
長
は
、

総
合
窓
口
（
本
庁
の
み
）
で
引
き
続

き
、
実
施
し
ま
す
。
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脊
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